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入間市体育施設指定管理者業務仕様書 

本仕様書は、入間市市民体育館、入間市運動公園、入間市武道館、黒須市民運動場、中央公

園（以下「体育施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲、履行方法につ

いてを定める。 

１ 趣旨 

体育施設は、条例では「市民が健康で文化的な生活を営むことを目的とし、自主的なスポ

ーツ活動を推進するとともに、市民の体育の振興を図る」と設置目的を規定している。昭和

４０年代から５０年代にかけて設置された施設が多く、長年に渡り、市民の生涯スポーツの

拠点として、多様なスポーツ・レクリエーション活動に施設を提供してきた。 

近年は施設の経年劣化が進んでおり、利用者への安全性の確保のため、毎年、設備やスポ

ーツ器具の修繕を行い、市民体育館では、平成２９・３０年度の２ケ年に渡り、耐震補強及

び長寿命化に向けた改修工事を実施した。 

平成２６年度には、「入間市スポーツ推進計画」を策定し、「スポーツを通じて健康で活

力に満ちたまち いるま」を基本理念として、市民の誰もがライフステージに合わせて、生

涯に渡りスポーツを楽しみ、心身ともに健康で豊かな生活の実現を目指している。基本目標

としては、週１回以上のスポーツ実施率（成人）５０%以上を目標として掲げ、運動習慣の無

い市民のためのきっかけ作りとなる取り組みが重要としている。 

今回の指定管理者募集にあたり、以上をふまえ、施設の適正な維持管理や快適な施設提供、

市民ニーズを反映した利用者増加の取り組み、魅力的な事業実施など、民間の実績を生かし

た費用対効果の高い管理運営を期待するものである。 

 

２ 管理運営に関する基本的な考え方 

体育施設を管理運営するに当たっては、入間市体育施設設置及び管理条例、入間市体育施

設設置及び管理条例施行規則の規定に基づき、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

（１）体育施設の設置目的に資するような適切な管理運営を行い、一般利用に供すること。

（２）施設利用者の安全確保を第一とすること。 

（３）公の施設であることを常に念頭におき、市民の平等な利用に供するよう管理運営を行

うこと。 

（４）多様化する市民ニーズに対応できる組織体制の強化や人材育成の取り組みを行うこと。 

（５）利用者の要望、意見を十分に汲み取り、利用者にとって快適な施設となるようにする

こと。 

（６）事業の運営においては、「入間市スポーツ推進計画」をふまえ、市民や利用者の意向

を十分に反映し、利用者の満足度を高めること。 

（７）効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の縮減を図ること。 
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（８）常に善良な管理者の注意をもって管理すること。 

（９）入間市個人情報保護条例の規定に基づき、個人情報の保護を図ること。 

（10）情報公開の積極的開示を図ること。 

（11）災害時及び緊急時における体制を確保すること。 

（12）ごみの削減、省エネルギー、ＣО２削減等環境に配慮した運営を行うこと。 

 

３ 指定期間 

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 施設の概要 

名称 入間市市民体育館 

所在地 入間市豊岡四丁目２番１号 

施設概要 敷地面積 １０，９５６．８８㎡ 

建物構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上２階建 

建築面積 ４，５６６．００㎡ 

 延床面積 ５，８４２．５７㎡ 

竣工年月 昭和５６年４月 

年間利用者数 

（延人数） 

平成２７年度 ９１,１７８人 

平成２８年度 ９４,７４５人 

平成２９年度 ３７,５３２人（９〜３月は耐震化工事により使用停止） 

施設内容 【主競技場棟】 

１階：主競技場、器具庫、便所（男女各２ヶ所・多目的１ヶ所）、事務

室、会議室、警備・清掃員控室、シャワー室(男女)、更衣室(男女)、放

送室、役員室、幼児室、休養室、スポーツスタッフルーム、倉庫（２ヶ

所）、電気室、ポンプ室、ラウンジ 

２階：会議室、便所（男女各２ヶ所・多目的１ヶ所）、トレーニング室、

卓球場、倉庫、ランニングコース 

【多目的室棟】 

１階：多目的室、便所（男女）、シャワー室（男女）、器具庫、印刷室、

作業員控室、便所 

２階：弓道場 

【屋外】 

ポンプ室（鉄筋コンクリート造 床面積１４㎡）、受水槽、駐車場（６

９台）、第２駐車場（２４台） 
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名称 入間市運動公園 

所在地 入間市豊岡四丁目２番１号 

施設概要 敷地面積 ２３,７８７.２３㎡ 

陸上競技場兼ソフトボール場、テニスコート、プール、児童公園 

年間利用者数 

（延人数） 

平成２７年度 ６７,６４０人 

平成２８年度 ６８,０６４人 

平成２９年度 ５９,２７３人 

施設内容 【陸上競技場兼ソフトボール場】昭和５３年９月開設 

２００ｍトラック、ソフトボール場２面、砂場、倉庫・便所（男女各２

ヶ所、補強コンクリートブロック造 床面積８５．８５㎡） 

【テニスコート】昭和５２年６月開設 

６面（砂入人工芝） 

【プール】昭和５４年７月開設 

管理棟・一般棟（補強コンクリートブロック造平屋建 床面積４６８㎡） 

管理棟：事務室、休憩室、券売所、便所、機械室（ろ過装置） 

一般棟：更衣室（男女）、便所（男女）、シャワー 

５０ｍプール１（９コース、プールフロア１４０台あり）、 

児童用プール１ 

【土俵】平成８年４月開設 

土俵２面、土俵上屋、土俵小屋、物置 

【児童公園】昭和５３年４月開設 

東屋、鉄棒、すべり台、太鼓はしご、砂場 

 

 

名称 入間市武道館 

所在地 入間市鍵山三丁目１０番２０号 

施設概要 敷地面積 ５，９６１．９３㎡ 

武

道

館 

建物構造 

建築面積 

延床面積 

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上２階建 

２，１５１．００㎡ 

３，６６３．７６㎡ 

弓

道

場 

建物構造 

建築面積 

延床面積 

鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建 

３９１．８７㎡ 

３６２．９５㎡ 

竣工年月 武道館：平成４年３月   弓道場：平成５年３月 
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年間利用者数 

（延人数） 

平成２７年度 ５６,０７１人 

平成２８年度 ５７,０４７人 

平成２９年度 ５９,６１６人 

施設内容 １階：事務室、湯沸し室、便所、会議室、エレベーター 

【第１道場内】 

柔道場、観覧席、多目的便所、更衣室(男女) 、便所（男女）、シャワー

室(男女)、トレーニング室、役員室、湯沸し室、便所、放送室、用具庫 

２階：会議室、倉庫、便所（男女）  

【第２道場内】 

剣道場、観覧席、用具庫、役員室、更衣室、シャワー室、湯沸し室、便

所、放送室、機械室 

【屋外】 

ポンプ室（補強コンクリートブロック造 床面積２５㎡）、受水槽、受

変電設備、駐車場（３５台、役員用５台）、臨時駐車場（８２台） 

 

名称 黒須市民運動場 

所在地 入間市春日町一丁目及び二丁目地内 

施設概要 敷地面積 １１０,１８５.６５㎡ 

（河川敷 １０９，４７４．３９㎡、管理棟等 ７１１．２６㎡） 

テニスコート、野球場、サッカー場、ソフトボール場、自由広場 

年間利用者数 

（延人数） 

平成２７年度 ９８,５０９人 

平成２８年度 ８６,２３０人 

平成２９年度 ８８,５９３人 

施設内容 【管理事務所】 

【テニスコート】昭和５１年４月開設 

１０面（クレーコート） 

【野球場】昭和５３年４月開設 

２面（軟式野球専用） 

【自由広場】 

１面         

【サッカー場】昭和５１年４月開設 

１面（サッカー専用） 

【ソフトボール場】昭和５０年４月開設 

２面 
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【その他】 

浄化槽便所３ヶ所（事務所脇１ヶ所、簡易１基）、便所（黒須小学校社

会体育兼用）、簡易汲み取り便所４基、駐車場、施設内通路 

 

名称 中央公園 

所在地 入間市大字扇町屋１２５０番地１ 

施設概要 敷地面積 ４４，６４４．８８㎡ 

（うち借地面積 ４４，５７０．８８㎡） 

開設年月 昭和４３年４月１日 

年間利用者数 

（延人数） 

平成２７年度 ２６,１５１人 

平成２８年度 ２５,９４２人 

平成２９年度 ２４,６７７人 

施設内容 【管理事務所】（木造平屋建 床面積４９．６８㎡） 

【テニスコート】昭和４１年３月竣工 

４面（クレーコート） 

【プール】昭和４１年６月竣工 

５０ｍプール１（７コース）、児童用プール１ 

・管理棟（事務室兼券売所 木造平屋建９．９１㎡） 

・一般棟（鉄筋コンクリート造平屋建 床面積１６１㎡） 

更衣室（男女）、浄化槽便所（男女）、シャワー、救護室 

・機械室（ろ過装置一式） 

【野球場】昭和４３年１０月竣工 

１面（両翼９０ｍ、センター１１０ｍ）  

【公園遊具】 

シーソー２、砂場１、ジャングルジム１、動物オブジェ等５、椅子６ 

【その他】 

倉庫（木造平屋建 床面積９４．７２㎡）、浄化槽便所（コンクリート

ブロック造 床面積２３．７６㎡、）、簡易汲み取り便所３基、駐車場

（６２台）、立木竹６１本（財務省所有） 

※ その他、富士見公園（入間市東町１−１６他）のソフトボール場（１面）、少年少女サッカ

ー場（１面／小学生以下対象）については、施設貸出・許可・利用集計に関わる業務のみを行

い、施設の維持管理は業務に含まれない。 

 

 



6 

 

５ 使用期間及び時間（入間市体育施設設置及び管理条例による） 

名称 使用期間 時間 

入間市市民体育館 ４月１日から翌年の３月３１日まで 午前９時から午後９時３０分まで 

入間市運動公園テニス

コート、同陸上競技場 

４月１日から翌年の３月３１日まで 午前８時３０分から午後４時３０分 

入間市運動公園プール ７月１日から９月３０日まで 午前１０時から午後６時まで 

入間市運動公園土俵 ４月１日から翌年の３月３１日まで 午前８時３０分から午後８時３０分まで 

入間市武道館 ４月１日から翌年の３月３１日まで 午前９時から午後９時３０分まで 

黒須市民運動場 ４月１日から翌年の３月３１日まで 午前８時３０分から午後４時３０分 

中央公園野球場 ３月１日から１１月３０日まで 午前８時３０分から午後４時３０分まで 

中央公園テニスコート ３月１日から１１月３０日まで 午前８時３０分から午後９時まで 

中央公園プール ７月１日から９月３０日まで 午前１０時から午後６時まで 

※ 条例に規定は無いが、富士見公園のソフトボール場及び少年少女サッカー場の使用期間及び

時間の現状は、次の通りである。 

使用期間：４月１日〜３月３１日 

使用時間：午前８時３０分から午後６時３０分（１０月から３月は午後４時３０分まで） 

※ 指定管理者は、施設管理の都合により、使用期間及び時間を繰り上げ、又は繰り下げるこ

とができるが、その場合は、あらかじめ市の承認を得ること。 

※ 大会等においては、使用時間前に入場し、準備等を許可する場合がある。 

 

６ 休館日 

   入間市市民体育館、入間市武道館：１２月２８日から翌年の１月４日まで 

    また、指定管理者は、管理上必要があるときは、あらかじめ市の承認を得て、これを

変更することができる。 

 

７ 法令等の遵守 

体育施設の管理運営に当たっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令に基づかなければな

らない。なお、本契約期間中に、これらの規定等に改正があった場合は、改正された内容に

基づき業務を行うこと。 

 （１）地方自治法 

（２）スポーツ基本法 

 （３）入間市体育施設設置及び管理条例 

 （４）入間市体育施設設置及び管理条例施行規則 

 （５）入間市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 
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 （６）入間市個人情報保護条例 

 （７）入間市行政手続条例 

 （８）入間市情報公開条例 

 （９）その他関係法令 

 

８ 協定書の締結 

（１） 基本協定書 

指定管理者の指定後に、入間市と指定管理者は、指定管理内に置ける指定管理業務に

関する包括的な事項を定めた「基本協定書」を締結する。 

（２） 年度協定書 

年度当初までに、各年度の業務内容、実施事業等を定める「年度協定書」を締結する。 

  ※指定管理者は、この協定内容に規定するもののほか、業務内容又は処理について疑義が

生じたときは、その都度入間市と協議を行い、その決定に従うものとする。 

 

９ 管理運営体制 

（１） 指定管理者は、管理運営を実施するにあたり、必要な業務執行体制を確保すること。 

（２） 配置する職員は、施設の維持管理や事業運営、システム機器操作等、施設の適正な管

理能力を有するものを配置すること。 

（３） 配置する職員の勤務形態は、労働基準法その他の労働関係法令を遵守し、体育施設等

の運営に支障がないようにすること。 

（４） 体育施設を安定して運営するために、統括する統括管理者を選任し、業務に対する管

理監督責任及びチェック体制の強化や、維持管理運営業務の履行と責任体制を確保す

ること。 

（５） 職員に対して、体育施設等の管理運営に必要な研修を実施すること。 

（６） 職員は以下の事項について留意すること.。 

① 入間市の信用を失墜する行為をしないこと。 

② 従事員の身だしなみ、言葉遣いは、利用者に不快感を与えないよう、十分注意す 

ること。 

  ③ 服務中は、必ず名札を着用すること。 

（７）体育施設の防火管理上必要な業務を適切に遂行するために、防火管理上必要な事項に関

する十分な知識を有している職員のうちから防火管理者となるべき者を指定するこ

と。なお、防火管理者となるべき者を変更する場合も同様とする。 

（８）指定管理者は常に従事者名簿を整理し、人事異動の都度、必要な報告を行うこと。 
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１０ 業務内容 

 （１）体育施設等及び附帯する設備備品の使用の許可に関する業務及び有料体育施設等の使

用料の徴収に関する業務 

   ① 使用の許可に関する業務 

    ア 体育施設、富士見公園少年少女サッカー場、同ソフトボール場及び附帯する設備

備品の使用の許可に関する業務 

    イ 体育施設、富士見公園少年少女サッカー場、同ソフトボール場の年間利用計画の

調整に関する業務 

    ウ 体育施設所有の備品の管理・貸出に関する業務 

※ 貸出等に係る各種トラブル、苦情等には、迅速かつ適切に責任を持って対応する

こと。 

   ② 使用料の徴収に関する業務 

     使用料を徴収した場合には、遅滞無く納付するものとする。なお、徴収事務に関し

ては別途委託契約を締結し、収入事務受託者である旨の証票を交付する。 

 

 （２）体育施設の維持管理に関する業務 

   ① 体育施設の適正な運営のため、清掃・除草、電気・給排水等設備、施設・設備点検

等の保守管理及び修繕、樹木保全等敷地内環境美化を行うこと。 

    ア 清掃業務 

     ・良好な環境衛生、美観の維持はもとより、施設の良好なる保全を図ること。 

     ・適切な方法により、埃、ゴミ、汚れ、シミ等を落とし清潔な状態に保つこと。 

     ・定期清掃、必要に応じてガラス清掃等を行うこと。 

     ・通路、駐車場、広場、植栽地等の除草・清掃を行い、来場者が快適に過ごせるよ

うに、常に清潔な状態に保つこと。 

     ・清掃・除草により発生したごみは、入間市総合クリーンセンターへ搬入すること。 

     ・薬剤除草は、行わないこと。 

    イ 電気・空調、給排水等設備点検 

     ・電気設備、空調設備、給排水設備等の各設備の日常巡視点検を行い、関係法令に

基づく法定検査等を行うこと。 

     ・照明設備の球切れを発見した場合は、交換すること。 

    ウ 施設・設備保守点検 

     ・体育施設等の機能を維持するとともに、利用者が快適に使用できる良質な施設・

設備を提供するため、設備・器具等の状態について巡視点検を行い、関係法令に

基づく法定検査等を行うこと。 
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     ・次の設備・備品等に関する保守管理を行うこと。 

      自動ドア設備、消防設備、冷暖房設備、受水槽設備、エレベーター、 

トレーニング機器一式、バスケットボールゴール、暗幕・昇降機、 

便所（浄化槽設備含む）、野球場放送設備、テニスコートナイター設備、 

公園内照明設備、整備用機器（スポーツトラクター、コートローラー、乗用芝刈 

機、草払い機、集草機、チェーンソー等）、プールろ過装置、遊具等 

    エ 修繕 

     ・施設・設備については、損耗、劣化及び破損又は故障により損なわれた機能を回 

      復させるため、本仕様書で定められた１件１３０万円以下を対象とした修繕を、

協定書で定めた予算額以内で執行すること。なお、１件１３０万円を超える修繕

や工事の必要性が生じる場合には、市へ報告すること。 

    オ 建築物環境衛生管理点検報告業務 

     ・「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の規定に基づく、空気環境測 

      定、飲料水の水質検査、ねずみ・昆虫等の防除、受水槽の清掃、レジオネラ菌検 

      査及び殺菌、「大気汚染防止法」に準拠した冷温水発生機の煤煙測定等を行うこ

と。 

    カ 樹木保全等 

     ・体育施設敷地内の高木、低木等の植栽及び植栽地内を対象とし、危険防止、施設

の使用及び美観を維持するため剪定、刈り込み、消毒等の業務を行うこと。 

     ・樹木への消毒については、殺虫剤等の薬剤使用による人体への健康影響や自然環

境への負荷を低減するため、「埼玉県における県有施設・樹木の消毒等に関する

取組指針（平成20年1月28日副県知事決裁）」を遵守し、病害虫の発生の有無を確

認せずに定期的に薬剤を散布することは行わないこと。 

     ・中央公園敷地内の植栽のうち、財務省所有立木竹の剪定等については、市と協議

のうえ、実施すること。 

   ② 駐車場及び駐輪場の管理を行うこと。 

   ③ 施設内の秩序を維持し、事故、盗難、破壊等の犯罪及び火災等災害の発生を警戒・

防止し、財産の保全を図るとともに、利用者の安全を守るために、保安管理を適切

に行うこと。 

   ④ 指定管理者の業務上の瑕疵により生ずる損害賠償に対応できるよう、また施設の瑕

疵の有無を問わず、事故時の円満な解決ができるよう賠償資力を確保するための適

切な保険に加入すること。なお、建物損害保険については市が加入するが、その他

施設管理上必要と考える保険があれば、指定管理者が加入すること。 

   ⑤ 施設維持管理用消耗品（電球、トイレットペーパー等）、事務用消耗品（事務用品、 
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    応急処置用品等）、清掃用消耗品（洗剤、清掃用具等）の消耗品購入に関すること。 

   ⑥ 燃料費、光熱水費を支払うこと。 

⑦ 通信運搬費（電話料、郵便料等）及び手数料（浄化槽検査手数料、簡易便所汲み取

り手数料等）を支払うこと。 

   ⑧ 使用料及び賃借料（下水道使用料等）を支払うこと。 

   ⑨ 施設管理上テレビ受信設備の必要があれば、指定管理者が設置し、その受信料を支

払うこと。 

   ⑩ 体育施設の管理運営に必要な印刷物を作成し、必要に応じて配付を行うこと。 

   ⑪ 行政財産の目的外使用による自動販売機の設置者とは緊密に連絡調整を行い、適切

な施設の維持管理を行うこと。 

   ⑫ 常に体育施設の状況を把握し、より快適な利用に供するため整備すること。 

     なお、体育施設の維持管理・整備については、専門的な知識と経験を有する者の配

置又は指導者により他の配置人員に対して指導すること。 

 （３）体育施設の事業運営に関すること 

  ① プール管理運営業務 

    運動公園及び中央公園の市民プールは「プールの安全標準指針（文部科学省・国土

交通省策定）」「埼玉県プールの安全安心要綱」「市営プール管理マニュアル（入

間市）」等に基づき、安全管理を徹底するとともに、適切な管理運営を行うこと。   

    また、毎年プール開設前に、入間市と指定管理者で協議書を締結し、それに沿って、

業務を進めること。 

    なお、市民プールの監視員の配置人数及び配置場所については、別紙「運動公園プ

ールと中央公園プールの監視員配置表」で示した人数以上とすること。 

  ② 自主事業の企画及び実施 

    指定管理者は、指定管理業務の範囲内で、体育施設を活用した自主事業の実施に努

めること。実施にあたっては、「入間市スポーツ推進計画」※に明記した課題をふま

えて企画し、必要に応じて市民や学校、企業、関係機関と連携しながら進めること。

なお、事業は指定管理者の責任及び費用負担とし、自主事業による収入は指定管理

者の収入となる。 

   ※「入間市スポーツ推進計画」に記載している主な課題 

    ・週１回以上運動やスポーツを行っている市民は、平成２７年度時点で目標値５０％

に達していない。市民にスポーツに対する価値観を高めることが必要。 

    ・市民が様々な形態（する、観る、支える（育てる））で生涯にわたってスポーツ

に参加できるよう、スポーツに関する積極的な情報発信が必要 

    ・子ども達が体力、興味に応じた、より親しみやすいスポーツの実施機会を充実し、
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情報発信を積極的に行うこと 

    ・子どもから高齢者まで、誰もが気楽に、楽しく、スポーツを親しめる機会を、地

域や学校、各種スポーツ団体などと連携して継続的に提供することが必要。 

    ・誰もが元気で生き生きと暮らし続けることができるよう、運動やスポーツを通じ

た健康づくりの推進が必要。 

  ③ 共催事業等の企画及び実施 

    市民のスポーツ・レクリエーション活動を支援するための、市や体育団体等と共催

事業等の企画及び実施に努めること。 

④ 効果的な広報活動の展開 

    ホームページや広報紙を積極的に活用し、施設や事業などの様々な情報を多用な媒 

     体により広報を行うこと。 

 （４）事業計画及び事業報告 

   ① 指定管理者は、年度事業計画書を、当該年度の前年度の２月末日までに市に提出し、

審査及び指示を受けること。内容は、業務の実施体制、事業の企画及び運営に関する

業務の概要、実施時期、業務に要する経費の総額及び内訳について記載する。 

   ②指定管理者は、会計年度終了後、２か月以内に入間市公の施設の指定管理者の指定手

続等に関する条例第８条に基づき事業報告書を提出すること。 

   ③指定管理者は、体育施設の利用状況及び管理運営業務の実施状況等を記載した業務日

報を作成し、市が指定する期間保管し、求めがあった場合は提出すること。 

   ④毎月、利用状況及び業務日報（利用者からの意見、要望等とその結果及び対応策を 

    含む。）に基づいて事業報告書を作成し、市に報告すること。 

⑤ 利用状況については月別、年度別合計等を記載した文書を作成すること。 

⑥ 施設修繕等施設管理に係る業務を実施した場合は、業務完了書の作成を行うこと。 

⑦ 施設における事故、事件等が発生した場合は、市への連絡と対応の報告を速やかに行

うこと。 

⑧ その他、市からの求めに応じて、必要な統計資料等を提出すること。 

 （５）その他 

   ① 緊急時の対策、防犯、防災対策について、マニュアルを作成し、業務従事者に指導

及び訓練を行うこと。また、従事者には、普通救急救命講習会等を受講し、不測の事

態に適切に対応できるよう備えること。なお、防災対策については、市と十分に調整

をしながら対応すること。 

   ② 個人情報保護について業務従事者に周知、徹底を図ること。 

   ③ 維持管理に関する業務の実施体制、体育施設の設置目的を達成するために必要な事 

    業の企画及び運営に関する業務の概要、実施時期、業務に要する経費の総額及び内訳 



12 

 

    について記載した年度事業計画書を、当該年度の前年度の２月末日までに市に提出し、

審査及び指示を受けること。 

   ④ その他体育施設の管理上、市が必要と認める業務を行うこと。 

 

１１ 経費等について 

 （１）予算の執行 

   ① 予算は、以下のとおり執行すること。 

    ア 人件費、事務費、事業費等は、申出団体からの収支計画書に基づき別途協定書 

      で定めた予算額以内で執行すること。 

 イ 修繕費の支出は、１件１３０万円以下を対象とし、協定書で定めた予算額以内で

執行すること。 

 ウ 実績において光熱水費と修繕費を併せた額に残金が発生したときは、市に返還す

るものとする。 

 （２）経理規定 

    指定管理者は、経理規定を策定し、経理事務を行うこと。 

 （３）実地調査 

    指定管理者は、市の求めに応じて、労務管理、施設、物品、各種帳簿等の実地調査を

受けなければならない。 

 

１２ 指定管理者が賠償責任を負う範囲 

指定管理者は、体育施設の管理業務の履行に当たり、指定管理者の責めに帰すべき事由に

より市又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 

 

１３ 物品・備品の管理等 

 （１）指定管理者が行った修繕により結果として物品を取得することとなる場合は、その物 

   品は、市の所有に属するものとする。 

 （２）指定管理者は、市の所有に属する物品については、善良な管理者の注意をもって施設

利用者が快適に施設を利用できるよう、管理に努めること。また、物品のうち備品に

ついては、備品台帳を備え、取得及び廃棄等の異動について随時、市に報告しなけれ

ばならない。 

 （３）指定管理者は、業務において使用する備品については、定期又は随時に市の照合を受

けなければならない。 

（４）物品・備品については、損耗、劣化及び破損又は故障により損なわれた機能を回復さ

せるため、本仕様書で定められた１件１３０万円以下を対象とした修繕を協定書で定
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めた予算額以内で執行すること。なお、修繕による機能回復が不可能であると判断し

た場合は、市へ報告すること。 

（５）指定管理者は、物品・備品について、必要な範囲において施設利用者に貸し出しを行

うこと。 

（６）備品は、別途提示する。 

 

１４ 業務を実施するに当たっての留意事項 

  業務を実施するに当たっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。 

 （１）体育施設は公の施設であることから、利用者に対しては必ず公平な運営を行うこと。 

 （２）指定管理者が施設の事業運営及び管理運営に係る各種規程・要領等を別に定める場合

は、市と協議を行うこと。 

 （３）個人情報の適正な管理のために次の必要な措置をとること。 

   ・管理規程の整備、職員の意識啓発など管理的な保護措置 

   ・電子計算機処理によるアクセス制限、データの暗号化などの技術的な保護措置・保管 

    施設の整備など物理的な保護措置 

 （４）市及び国、地方公共団体の事業への協力をすること。 

 （５）管理運営に当たり、特定の企業を直接的に、また間接的に優遇したり、宣伝活動を行

ったりしてはならない。 

 （６）指定管理者は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 

    ただし、施設及び設備の維持管理、事業運営のため、業務遂行上一部の業務を委託す

ることが必要な場合は、事前に市に書面で申請し、その承認を得れば可能する。 

 （７）その他、本仕様書に記載のない事項については、市と必ず協議すること。 

 

 １５ 業務の評価 

（１）体育施設指定管理業務の評価及び評価方法 

    協定書及び指定管理者の事業提案に基づく業務の実施水準について、市及び指定管理

者による業務評価を実施する。 

    指定管理者は、評価結果に基づき業務実施方法を改善するなど業務水準の維持向上に

反映させること。 

ア セルフモニタリング 

    施設の清掃、設備の点検、利用状況及びクレーム、トラブル等の件数・内容・処理

状況などを日報及び月報に記録し、処理状況の良否・問題点の掘り出しと解決策に

ついて自己評価を行うこと。 

イ モニタリング 
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    ① 市は、指定管理者が管理する体育施設の業務遂行状況について調査及び確認を実

施する。 

    ② 市は、モニタリングにより指定管理者が管理する体育施設の業務水準が維持され

ているかを評価する。評価の結果、各項目において実施状況及び達成度が適切で

ない場合は、改善勧告及び指導を実施する。また、評価が著しく低い場合や改善

等が見られない場合は、指定管理者の取り消しを行うことがある。 

    ③ 市は、指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドラインに基づき、第三者評価

を実施する。 

  

 （２）その他 

    指定管理者の業務評価については、市のモニタリングに、入間市スポーツ推進審議会

委員が同行し、市民の代表として外部評価を実施する場合がある。 

 

１６ その他 

 （１）指定管理者は、指定期間満了時に次期指定管理者が円滑かつ支障なく体育施設の業務 

    を遂行できるよう引継ぎを行うこと。なお、その際に要する費用は、すべて指定管理

者の負担とする。 

 （２）業務の継続が困難となった場合の措置 

   ① 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

    指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、市は指

定の取り消し又はある一定の期間を設けて業務の全部若しくは一部停止をすることが

できるものとする。その場合は、市に生じた損害は、指定管理者が賠償するものとす

る。 

    なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、体育施設の業務を遂行できるよう、引 

    継ぎを行うものとする。 

   ② 当事者の責めに帰すことができない事由による場合 

    不可抗力等､市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により、業務の継

続が困難になった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定の期間内

に協議が整わないときには、それぞれ、事前に書面で通知することにより協定を解除

できるものとする。 

    なお、次期指定管理者が円滑かつ支障無く、体育施設の業務を遂行できるよう、引 

    継ぎを行うものとする。 

（３）協定書の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合、市と指

定管理者は誠意を持って協議するものとする。
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